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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

許認可等の内容 介護予防サービス費等の額の特例 

根拠法令等及び条項 介護保険法第６０条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  

審

査

基

準 

根拠条項 介護保険法第５９条の２及び第６０条 

参考事項  

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護

予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これ

に相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難である

と認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に

定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるの

は、「１００分の９０を超え１００分の１００以下の範囲内において市町村が定めた割

合」とする。 

(1) 介護予防サービス費の支給 第５３条第２項第１号及び第２号並びに第５５条第

１項、第４項及び第６項 

(2) 特例介護予防サービス費の支給 第５４条第３項並びに第５５条第１項、第４項

及び第６項 

(3) 地域密着型介護予防サービス費の支給 第５４条の２第２項第１号及び第２号並

びに第５５条第１項、第４項及び第６項 

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第５４条の３第２項並びに第５５条

第 1項、第４項及び第６項 

(5) 介護予防福祉用具購入費の支給 第５６条第３項、第４項及び第７項 

(6) 介護予防住宅改修費の支給 第５７条第３項、第４項及び第７項 

 

  


